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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

職
業
安
定
法
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
厳
し
い
雇
用
失
業
情
勢
や
働
き
方
の
多
様
化
等
が
進
む
中
で
、
労
働
力
需
給
の
迅
速
か
つ
的
確
な
結
合
を
促

進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

職
業
紹
介
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
に
係
る
制
度
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

、

、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正

１

職
業
紹
介
事
業
の
許
可
等
の
手
続
に
つ
い
て
、
事
業
所
単
位
か
ら
事
業
主
単
位
に
簡
素
化
す
る
。

２

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
に
係
る
保
証
金
を
廃
止
す
る
。

３

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
一
定
の
法
人
が
、
そ
の
構
成
員
を
対
象
と
し
て
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
厚
生
労

働
大
臣
へ
の
届
出
制
に
よ
り
実
施
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

４

地
方
公
共
団
体
が
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
、
産
業
経
済
の
発
展
等
に
資
す
る
施
策
に
附
帯
す
る
業
務
と
し
て
行
う
無
料

職
業
紹
介
事
業
を
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
届
出
制
に
よ
り
実
施
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



- -2

５

料
理
店
業
等
と
職
業
紹
介
事
業
と
の
兼
業
を
禁
止
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

６

募
集
従
事
者
に
報
酬
を
与
え
る
こ
と
な
く
行
う
委
託
募
集
を
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
届
出
制
と
す
る
。

二
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

紹
介
予
定
派
遣
に
つ
い
て

そ
の
定
義
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に

当
該
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
を
行
う

、

、

。

２

労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
等
の
手
続
に
つ
い
て
、
事
業
所
単
位
か
ら
事
業
主
単
位
に
簡
素
化
す
る
。

３

派
遣
元
事
業
主
の
責
務
に
、
派
遣
期
間
の
制
限
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の
日
を
派
遣
労
働
者
に
明
示
す
る
こ
と

等
を
追
加
す
る
。

４

派
遣
期
間
に
制
限
が
な
い
業
務
と
し
て
、
一
箇
月
間
の
派
遣
日
数
が
派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者
の
所
定
労
働
日
数
よ
り

相
当
程
度
少
な
い
業
務
及
び
介
護
休
業
等
を
す
る
労
働
者
の
業
務
を
追
加
す
る
。

５

派
遣
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
上
限
を
一
年
か
ら
三
年
に
延
長
し
、
一
年
を
超
え
る
派
遣
期
間
と
す
る
場
合
に
は
、
派
遣

先
は
そ
の
事
業
所
の
過
半
数
を
代
表
す
る
労
働
者
等
に
通
知
し
、
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

６

派
遣
元
責
任
者
及
び
派
遣
先
責
任
者
の
職
務
に
、
派
遣
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
を

追
加
す
る
。
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７

派
遣
先
が
派
遣
期
間
の
制
限
を
超
え
て
派
遣
労
働
者
を
使
用
し
よ
う
と
し
、
か
つ
、
当
該
派
遣
労
働
者
が
派
遣
先
に
雇

用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
用
契
約
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
。

８

派
遣
期
間
に
制
限
が
な
い
業
務
に
三
年
を
超
え
て
同
一
の
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
派
遣
先
が
、
そ
の
業
務
に

労
働
者
を
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
用
契
約
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
。

９

物
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て

労
働
者
派
遣
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
間
は

、

、

、

派
遣
期
間
の
上
限
を
一
年
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


